
兵庫県保健医療部健康増進課

令和７年3月1４日

産後ケア事業の集合契約に関する

オンライン説明会
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１ 国の動向、県内の状況
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Ｒ７年度～～Ｒ６年度

国１／２、県１／４、市町１／４国１／２、市町１／２

○負担割合：Ｒ７年度から新たに県負担が導入

令和7年4月：子ども・子育て支援法の「地域子ども・子育て支援事業」として位置づけられる。

R5年度～、事業実施要綱改正あり、対象者の範囲が拡大
＜産後ケアを必要とする全ての者＞

利用料の減免支援
R4年度～
非課税世帯（5,000円/回）
R5年度～
全ての産婦（2,500円/回）
※宿泊型の平均的な利用料約5,000円の半額
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【参考】産後ケア事業ガイドライン（令和6年10月） 5
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県内の産後ケア事業実施状況(利用実人数) 6
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宿泊型 通所型 訪問型

R2→R４(2年間)
宿泊型：1.7倍
通所型：2.1倍
訪問型：2.5倍

R４→R５(1年間)
※R5年度～ユニバーサル化

宿泊型：1.6倍
通所型：1.8倍
訪問型：1.4倍

実施市町数内 容区 分

４０病院、助産所等に宿泊し、休養の機会の提供やケアを受ける宿泊型

４１助産所等の施設に通所し、助産師等からケアを受ける通所型（デイサービス型）

３６助産師等が自宅へ訪問し、ケアを受ける訪問型（アウトリーチ型）

令和6年度の実施状況
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２ 集合契約に向けた取組み
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全国：産後ケア事業に関する自治体における課題

出典：令和4年⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研
究事業｢産後ケア事業及び産婦健康診査等の｢実
施に関する調査研究｣抜粋

・実施機関の偏在
→ 委託先確保に苦慮

・各市町が実施機関と個別に契約を
するなど事務が繁雑。

・住所地外の市町に里帰りをした
際に利用できないことが多い。 等

兵庫県：産後ケア事業の課題 集合契約の実施に向けた課題

市町によって①～⑦が異なり、統一が必要

① 対象者、②ケア内容
⇒国ガイドラインに統一

③ 金額(契約金額、助成額、自己負担額)

⇒契約金額の統一

④ 加算⇒多胎児加算・要支援加算を統一

⑤ 支払い方法⇒スキームを統一

⑥ 安全管理、⑦様式
⇒参考様式(ひな形)を提示

県医師会、県助産師会、市町の意見を聞きながら調整を重ねる
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9【集合契約参画の意向調査結果】

R 6年12月R 6年７月市町数

29市町(約71％)23市町(約56％)希望する

5市町(約12％)12市町(約29％)検討中

7市町(約17％)6市町(約14％)希望しない

〇 産後ケア事業実施機関：172か所

回答
138か所
(回答率
80.2%)

産後ケア事業数R6年10月

70か所（約52％）希望する

49か所（約37％）検討中

15か所（約11％）希望しない

〇 市町

情報提供 最新情報は、兵庫県のホームページに掲載：随時確認ください

県民向けの情報 実施機関向け
の情報

【掲載内容】
産後ケア事業とは
対象
サービス種別
ケア内容

【掲載内容】
産後ケア事業の集合契約とは
集合契約に参加できる産後ケア事業実施機関

国ガイドライン添付
令和7年4月1日からの集合契約に向けた手続き

市町の窓口連絡先
委任状、申請書、産後ケア事業確認書を添付

令和6年12月2日 産後ケア事業研修会の開催 会場参加78人、オンデマンド134人
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３ 集合契約の概要



・ 産後の⺟⼦に対して⼼⾝のケアや育児の相談等を⾏う産後ケア事業における⾃治体と
医療機関との集合契約を開始し、市町サービスの充実に向けて検討 ［保健医療部］

主な市町関連事業

産後ケア事業の集合契約

事業内容

現況・課題
・R5年度〜産後ケアを必要とする全ての者を対象に拡充され、
市町が委託する実施機関数や利⽤者数が増加。

（R5︓112か所→R6:172か所）（R4︓4360⼈→R5:7004⼈）

・市町によって実施機関の偏在、対象・ケア内容・契約⾦額等が異なる。

○ 対 象 者︓産後１年以内の⺟⼦で
産後ケアを必要とする者

○ 実施主体︓市町
○ 負担割合︓国1/2、都道府県1/4、市町1/4（R7〜）

※R6以前は、国1/2、市町1/2

産後ケアの内容
①お⺟さんのからだとこころのケア
（産後の⽣活に関するアドバイス、⼼⾝の休息）

②乳房のケア（乳房マッサージ等）、授乳⽅法の相談
③⾚ちゃんのお世話の仕⽅や相談

発育発達チェック、離乳⾷相談、育児相談、
⾚ちゃんの抱き⽅・沐浴・寝かしつけ⽅等

実施市町数内 容区 分

R6年度
実績

４０病院、助産所等に宿泊し、休養の機会の提供やケアを受ける宿泊型

４１助産所等の施設に通所し、助産師等からケアを受ける通所型（デイサービス型）

３６助産師等が自宅へ訪問し、ケアを受ける訪問型（アウトリーチ型）

委任 委任

委任

集合
契約

集合
契約

Ａ 市

Ｂ 町

Ｃ 市

医療機関①

助産所③

医療機関②

助産所④

委任

委任

D 市

契約条件を統一してまとめて契約
(事務の軽減）

参加しない市町

集合契約（R7.4.1～）

Ａ 市

Ｂ 町

Ｃ 市

医療機関①

従来の契約 それぞれに様々な条件で契約
（事務が煩雑）

D 市 助産所④

医療機関②

助産所③

契約スキーム
の統⼀
・対象
・ケア内容
・契約⾦額等

R7年度〜
市町サービス
の充実に
向けて検討

11
市町に協⼒いただきたい事項

・産後ケア事業の実施主体として集合契約への参加
・市町内の産後ケア事業実施機関に対し、集合契約への参加促進
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時期対応課 題

Ｒ７．４
～

県が医師会・助産師会と「集合契約」を締結
することにより解消(改善)
①市町域をまたいで参画実施機関を利可
②委任することで集合契約が可能
③参画市町・実施機関の利用対象、ケア
内容、契約金額が統一

① 利用者が居住する市町が、市町域外の施設と契約し
ていない場合、利用できない（全額自己負担）

② 市町ごとに様々な条件で個別契約し、複数との契約が
必要であり事務が煩雑

③ 市町や施設によって、利用できる対象者や
ケアの内容、契約金額が異なる

Ｒ８年
度以降

市町や実施機関の意見を聞きながら、
協議会において、Ｒ７年度に検討
④利用回数、自己負担額等の統一の是非
⑤要綱の統一、報告書・請求の統一の是非
⑥新たな加算の統一 等

④ 市町ごとに利用できる回数、自己負担額が異なる
⑤ 県として市町要綱のひな形を提示しているが、

市町ごとに様式が異なる
⑥ 新たな加算の統一（兄姉加算、生後4か月以降の受け

入れ加算） 等

産後ケア事業の課題と今後の対応

令和7年4月1日 集合契約の締結 ※令和7年3月14日現在

集合契約：34市町、実施機関124か所
（宿泊型57か所、通所型78か所、訪問型72か所）

集合契約に参加してない市町（９市町）・実施機関があり、
個別契約も並行して存在している

産後ケア事業の継続課題と対応
全市町、全実施機関が集合契約に参加いただ
けるよう、市町へのアプローチを継続する。

【6月上旬】 協議会での議題照会をメールで実施予定
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今後の
情報提供

最新情報は、兵庫県のホームページに掲載：随時確認ください

県民向けの情報
実施機関向け
の情報

【掲載内容】
産後ケア事業とは
対象
サービス種別
ケア内容

【掲載内容】
産後ケア事業の集合契約とは
集合契約に参加できる産後ケア事業実施機関

国ガイドライン添付

【追加、修正掲載内容：予定】
令和7年4月1日以降の集合契約の手続き

市町の窓口連絡先
委任状、申請書、産後ケア事業確認書を添付

医療機関→県医師会 助産所→県助産師会
集合契約に参加する市町の情報

（利用上限、委託料、自己負担額等）

【追加掲載内容：予定】
市町の窓口一覧：市町のホームページにリンク

県内協力機関の利用可否（集合契約実施の有無）
産後ケア事業協力機関一覧

宿泊型、通所型、訪問型の一覧
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４ 集合契約の内容について
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15集合契約で統一する事項①
対象

 利用期間：産後１年以内(1歳の誕生日の前日まで)、流死産を経験して１年
以内

 ただし、協力機関でサービス対象・対象月齢は、利用期間内で設定可能です。

ケアの内容

① 母親への保健指導、栄養指導（健康状態の観察、身体的ケア、栄養指導等）
② 母親の心理的ケア(EPDS等を活用した相談支援等)
③ 適切な授乳ができるためのケア（乳房ケア又は授乳支援等）
④ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
（発育発達チェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方・オムツ交換・

沐浴・寝かしつけ等の指導・相談）
※国の産後ケア事業ガイドライン（R6年10月）

参加市町：実施要綱を産後1年以内(1歳の誕生日の前日まで)、流死産を経験して１年以内に統一
協力機関：申請書にて、提供可能月齢を確認→協力機関一覧に反映

（産後1年以内を超えない範囲で、協力機関一覧に記入した提供可能月齢を延長し、例外的に受ける
れることは可。ただし、対象を延長する時は、変更申請を提出してください。）

参加市町：実施要綱にて統一
協力機関：委任状、産後ケア事業確認書にて、これらの全てのｹｱの実施が可能であることを確認
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自己負担 委託額

契約金額(事業の総額)

契約金額

宿泊型 ３１，０００円/日
通所型 ３，４００円/時間
訪問型 ５，０００円/時間

（訪問型は交通費込み）
時間：30分未満切り捨て、30分以上切り上げ

【多胎加算】宿泊型7,000円/⽇
通所型1,000円/時間
訪問型1,000円/時間

【要⽀援加算】※宿泊型7,000円/⽇
通所型 500円/時間
訪問型1,000円/時間

※市町から⽀援依頼を受け、受⼊れた場合

集合契約で統一する事項②

 ア 訪問型の契約金額は、交通費
を含む。
協力機関は、ケア提供範囲
(市町名)を設定します。

 イ 対象経費は、食費、個室、
光熱水費等を含む。
オプションとして提供する場合は、費用をわかりやすく提示し、
丁寧な説明の上、本人の希望に応じて提供すること。
(本事業に該当しないエステ等の時間を要するサービス時間は、本事業
の実施時間に含めない→産後ケア事業利用時間外で提供)

 集合契約の契約金額は下記のとおり統一します。
ただし、委託額、自己負担額の割合は市町が定めます。

※支援の必要の高い利用者の受け入れ加算(要支援加算)：市町が支援の必要性が高い利用者(要体協、特定妊婦等)として協力機関に
支援依頼を行い、協力機関が受け入れ①～④の全ての取組みを行った場合の加算

①アセスメント、②ケアプランの作成、③②に基づくケアの実施・評価、④市町・関係機関との連携

参加市町：契約書、実施要綱にて統一
協力機関：契約金額にご了承いただ
いた事業所が集合契約に参加
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17集合契約で統一する事項③
利用の流れ

詳細は、
スライド

22へ

市町：
・市町ホームページ
に実施要綱、様式等
を掲示
・市町によっては、
市町から予約を取
る場合もある

協力機関：
・（協力機関一覧を
元に）利用者もしく
は、市町から予約を
受ける。
・利用者から予約が
あった場合は、市町
に予約報告を行い、
必要時情報提供を
依頼する。
（予約方法を限定す
る場合は、協力機関
一覧の備考欄に記
載）
※メールを活用する場
合には、送付済である
ことを電話連絡してい
ただけますと幸いです。



Hyogo Prefecture

18
参加市町の一覧は、県のホームページに公開します。
協力機関：⑴利用者から予約連絡があった場合には、まずは「利用券」の発行を確認の上、予約を受け、市町に予約を報

告してください。（その際には、利用者の住所地市町の利用上限を参考にしてください。）
⑵自己負担額、請求額は利用者の住所地市町から送付された「利用依頼書」を確認し、請求してください。（そ

の際には委託料等一覧を参考にしてください。）
⑶市町への予約報告及び情報提供依頼、その他問い合わせは、問い合わせ一覧にご連絡ください

⑴

⑵

⑶
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協力機関一覧は、県のホームページに公開し、随時更新します。
市町：市町のホームページから、県のホームページへリンクが可能。予約の際に活用してください。
協力機関：記載内容に変更がある場合には、申請書において変更申請をお願いします
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県の参考様式についての説明

県のひな形を作成しております。
市町：ひな形を活用し、市町の様式を決定してください。協力機関が活用しやすいようR7年3月末頃には市町のホーム
ページに掲載をお願いします。
協力機関：市町のホームページにおいて様式をダウンロードする等、市町の様式を使用ていただきますようお願いします。
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協力機関の変更・辞退申請の流れ

産後ケア事業集合契約
協力機関（医療機関・助産所等）

兵庫県

兵庫県
医師会

兵庫県
助産師会

①必要書類イを記入する
イ 申請書

②イを提出

③イの写しを提出

※R7.4.1からの書類の提出は委任先（県医師会・県助産師会）へ

必要書類の
様式は県の
ホームページ
に掲載

変更・辞退に
〇をつけ、変
更の場合は、
変更内容をご
記載ください。
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33（参考）協力機関の新規申請の流れ

産後ケア事業を実施する事業所
（医療機関・助産所等）

兵庫県

兵庫県
医師会

兵庫県
助産師会

②ア～ウ
を持参

①必要書類ア～ウを記入する
ア 委任状
イ 申請書
ウ 産後ケア事業確認書（市町によって別途、必要書類が

追加となる可能性があります。）

③ア～ウの内容を確認、
市町のｻｰﾋﾞｽとして承認
※承認する場合は、市町がア、ウに記入

④ア、イ、
ウ（写し）を提出
※実施内容の

変更、辞退の
場合は、イの
みを提出

⑤ア、イ、ウ
の写しを提出

市町(実施機関の所在地市町)

※R7.4.1からの書類の提出は委任先（県医師会・県助産師会）へ

必要書類の
様式は県の
ホームページ
に掲載
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ご静聴ありがとうございました
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